
○
内
閣
府
令
第

号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

第
二
十
五
条
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
実
証
事
業
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
五
条
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
実
証
事
業
等
を
定
め
る
内
閣
府
令

第
一
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
実
証
事
業
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
を
図
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
証
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
の
自
動
運
転
（
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
自
動
運
転
関
係
電
波
技
術
を
含
む
。
）

二

無
人
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
を
い

う
。
）
の
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
遠
隔
操
作
自
動
操
縦

関
係
電
波
技
術
を
含
む
。
）



三

同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
殊
仕
様
自
動
車
等
応
用
関
係
電
波
技
術

四

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
無
人
航
空
機
応
用
関
係
電
波
技
術

第
二
条

法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
と
す
る
。

第
三
条

法
第
二
十
五
条
の
二
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
技
術
実
証
区
域
計
画
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
国
家
戦
略

特
別
区
域
会
議
は
、
実
証
事
業
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
に
対
し
、
前
条
の
書
面
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第１

年 月 日

会社の名称及び代表者の氏名 殿

国家戦略特別区域会議

国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めた区域計画に係る書面

標記について、 における国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めた区域

計画（以下「技術実証区域計画」という。）は、内閣総理大臣の認定（ 年

月 日付け）を受けたことから、国家戦略特別区域法（以下「法」という。）第25

条の２第１項の規定に基づき本書面を交付します。

記

１. 当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容

２. 道路運送車両法第41条第１項の規定による技術基準のうち法第25条の

２第７項の規定により指定されたもの

３. 法第25条の２第10項の規定により定められた条件

４. 法第25条の２第13項の規定により定められた条件

５. その他の必要な事項

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。


